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休日（昼間）９時から18時まで

平日（夜間）18時から22時まで 平日（夜間）18時から22時まで

平日（夜間）18時から22時まで
日

日 日

内　　　科

内　　　科

外　　　科

外　　　科 内　　　科 外　　　科

内　　　科 外　　　科

休日の当番病医院

平日夜間の当番病医院

　地球上には暮らしに必要な大切な電波がたくさんあります。電波環境が不法な
電波で乱されると社会は大混乱。
　電波の利用には原則、免許が必要です。ルールを守り電波環境を守りましょう。

電波のルールと電波障害などの申告・ご相談は四国総合通信局までお願いします。
総務省四国総合通信局　℡０８９－９３６－５０５５
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